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ＥＳＤの視点に立った学習活動を行うため、国立教育政策研究所は、「学校にお

ける持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）に関する研究〔最終報告書〕」（平成 24

年３月）において、持続可能な社会づくりの構成概念（持続可能な社会で大切なこ

と）として、次の六つを例示しています。

上位概念 構成概念 構成概念の定義
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Ⅰ 多様性

（いろいろある）

自然・文化・社会・経済は、起源・性質・状態などが異な

る多種多様な事物（ものごと）から成り立ち、それらの中

では多種多様な現象（出来事）が起きていること。

Ⅱ 相互性

（関わり合っている）

自然・文化・社会・経済は、互いに働き掛け合い、それら

の中では物質やエネルギーが移動・循環したり、情報が伝

達・流通したりしていること。

Ⅲ 有限性

（限りがある）

自然・文化・社会・経済は、有限の環境要因や資源（物質

やエネルギー）に支えられながら、不可逆的に変化してい

ること。
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Ⅳ 公平性

（一人一人大切に）

持続可能な社会は、基本的な権利の保障や自然等からの恩

恵の享受などが、地域や世代を渡って公平・公正・平等で

あることを基盤にしていること。

Ⅴ 連携性

（力を合わせて）

持続可能な社会は、多様な主体が状況や相互関係などに応

じて順応・調和し、互いに連携・協力することにより構築

されること。

Ⅵ 責任性

（責任をもって）

持続可能な社会は、多様な主体が将来像に対する責任ある

ビジョンをもち、それに向かって変容・変革することによ

り構築されること。

持続可能な社会の構築を目指す環境教育を考えるためには、自然や生命、エネル

ギー、資源などの要素を個別に理解するのではなく、それらを関係付けて一つの環

境として捉える視点が大切です。そこで、上の六つの「持続可能な社会づくりの構

成概念」と関連付けながら、環境教育において対象とする学習内容を位置付けてい

くことが大切です。国立教育政策研究所の「環境教育指導資料【中学校編】」（平成

環境教育で対象とする主な内容（ＥＳＤとの関連を含む）５

28 年 12 月）で示されている「環境を捉える視点」を参考にすると、例えば、９ページ

のように「環境教育で対象とする主な内容（例）」を示すことができます。

Ａ 資源の循環

廃棄物の削減、製品の再利用、さらに資源の再生

利用のための資源の循環を視点にした内容

Ｂ 自然や生命の尊重

地球上の生命の誕生、成長の仕組みを知り、自他

の生命を尊重し、自然への畏敬の念を育むことを視

点にした内容

Ｃ 生態系の保全
  

生態系の保全に寄与して、自然と調和して生きよ

うとすることを視点にした内容

Ｄ 異文化の理解

多様な文化や生活、価値観を互いに尊重して互い

の立場を認め合い、異なる文化を理解しようとする

ことを視点にした内容

Ｅ 共生社会の実現  

人間一人一人の個性を生かした相互補完が、環境

の保全や創造に望ましい影響を及ぼすことがある

ことを理解し、共に生きようとする社会の実現を目

指すことを視点にした内容

Ｆ 資源の有限性

資源を大切に使うとともに環境負荷を減らし、省

資源型社会の構築を目指すことを視点にした内容

Ｇ エネルギーの利用

  

エネルギー利用は地球環境問題と密接に関係し

ていることを理解し、エネルギーの適切な利用の仕

方について考えることを視点にした内容

Ｈ 生活様式の見直し  

環境に配慮した生活様式を考え、環境とのバラン

スを取ろうとすることを視点にした内容

Ⅱ 相互性
  

「物質やエネルギーの移動・循環」

環境教育で対象とする主な内容（例）
関連する主な「持続可能な

社会づくりの構成概念（例）」

Ⅰ 多様性  

「多種多様な生物や環境要因」

Ⅳ 公平性  

「生命の尊重」

Ⅱ 相互性

「生物と環境との相互関係」

Ⅵ 責任性  

「環境保全への寄与・役割」

Ⅰ 多様性    
「多様な文化・生活、価値観」

Ⅳ 公平性  

「人権や文化の尊重」

Ⅰ 多様性  

「多様な個性」

Ⅴ 連携性  

「共生社会の構築」

Ⅲ 有限性  

「資源やエネルギーの有限性」

Ⅴ 連携性、Ⅵ 責任性

「循環型社会の構築」

Ⅰ 多様性  

「資源やエネルギーの多様性」

Ⅱ 相互性

「エネルギーと環境問題との関係」

Ⅲ 有限性  

「エネルギーの有限性」

Ⅵ 責任性

「エネルギーの適切な利用」

Ⅵ 責任性  

「生活様式の変容」
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